


日野市規則第 ７５ 号 

 

日野市障害児通所支援及び障害児相談支援に係る児童福祉法施行細則

の一部を改正する規則 

 

日野市障害児通所支援及び障害児相談支援に係る児童福祉法施行細則（平成25年規則第

１号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「医療型児童発達支援の申請があったときは、」を「児童発達支援のう

ち治療に係るものを受けようとするときは、」に改める。 

第７条第２項中「医療型児童発達支援の」を「児童発達支援のうち治療に係るものの」

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第１号様式を次のように改める。 

 
 

 

 



 第６号様式を次のように改める。 

 

 

 



 



 第９号様式を次のように改める。 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

  

 



 第30号様式を次のように改める。 

 
 

 

  

 



   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


